
号

外

一�
平

成
二
十
七
年

五

月
二
十
九
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

建
築
指
導
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
八
号

岐
阜
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
建
築
基
準
施
行
細
則(

昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
号
中｢

法
第
六
条
の
二
第
三
項｣

を｢

法
第
六
条
の
三｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

移
転
の
認
定
申
請)

第
二
十
三
条
の
二

政
令
第
百
三
十
七
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
移
転
の
認
定
申
請
に
係
る
省

令
第
十
条
の
四
の
二
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又
は
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

一

省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
い�
項
に
掲
げ
る
図
書

二

省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
の
ろ�
項
に
掲
げ
る
図
書

三

省
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二
の�
項
の
ろ�
欄
に
掲
げ
る
既
存
不
適
格
調
書

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

(

全
体
計
画
認
定
の
申
請)

第
二
十
三
条
の
三

省
令
第
十
条
の
二
十
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
規
則
で
定
め
る
図
書
及
び

書
類
は
、
法
第
六
条
の
三
第
七
項
又
は
法
第
十
八
条
第
十
項
の
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
と

す
る(

建
築
物
の
計
画
が
法
第
六
条
の
三
第
一
項
又
は
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
構
造
計

( ) 平成27年５月29日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日



算
適
合
性
判
定
を
要
し
な
い
場
合
を
除
く
。)

。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
四
号)

附
則
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
建
築
物
に
係
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
建

築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書

類
の
経
由
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
一
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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